
事  務  連  絡 

令和２年 12月 10日 

各 位 

滋賀県文化スポーツ部国スポ・障スポ大会課 

 

公益財団法人日本スポーツ協会の決定事項等について 

 

平素は、本県の国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会の開催準備に格別の御協力を

賜り、誠にありがとうございます。 

本日（令和２年 12 月 10 日（木））、公益財団法人日本スポーツ協会国民体育大会委員会が

開催され、同協会の国民体育大会開催基準要項が下記のとおり改正されましたので、お知ら

せします。 

また、令和６年開催の佐賀国スポへの滋賀県選手の予選免除による出場にかかる要望につ

いて、日本スポーツ協会から回答がありましたので、併せてお知らせします。 

 

記 

１ 国民体育大会開催基準要項の改正 

  「第16項 大会開催の可否決定及び延期の対応」を規定（詳細は別紙のとおり）。 

 

２ 「令和６年開催の佐賀国スポへの滋賀県選手の予選免除による出場」にかかる要望結果 

   要望への日本スポーツ協会からの回答は下記のとおりでしたが、令和６年の出場を目

指しておられたターゲットエイジの選手の皆さんが令和６年開催の佐賀国スポで滋賀県代

表としての活躍、あるいはその先の成年選手として活躍をいただけるよう、県として引き続

きしっかりと支援させていただきますので、御理解を賜りますようお願い申し上げます。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

＜問い合わせ先＞ 

① 開催基準要項の改正（延期にかかる規定）について 

部署：国スポ・障スポ大会課 沼波
のなみ

・二宮 

電話：077-528-3321 FAX：077-528-4832 

Mail：kokusupo-syosupo@pref.shiga.lg.jp  ※lg はｴﾙｼﾞｰ 

 

② 佐賀国スポへの滋賀県選手の予選免除について 

部署：スポーツ課競技力向上対策室 

電話：077-528-3375  FAX:077-528-4842 

Mail：kyogi@pref.shiga.lg.jp 

 

 

【日本スポーツ協会からの回答】 

いわゆるターゲットエイジの強化は、国体開催県が開催当該年に向けて行う強化で、

国体開催県・後催県の10県程度が行っており、その他の県は、各県の重点競技を中心と

して全般的に強化しているものと認識している。 

その中で開催地でない１県（滋賀県）のみに予選免除となる特別枠を設けることは、

都道府県対抗の国体において、公平性という点で対応いたしかねる。 


